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育成就労制度について







育成就労と特定技能の基本的事項
（求められる技能及び日本語の水準、在留期間、家族
帯同の可否等）

育成就労 特定技能１号 特定技能２号

技能水準 ※１ 終了時点で特定技能１号水準に
達することが必要

相当程度の知識又は経験を必要
とする技能

(特定技能１号評価試験、技能検定３級
等を想定)

・熟練した技能
(特定技能２号評価試験、技
能検定１級等を想定)

日本語 能力水
準 ※１

就労開始前：A１相当(相当講習
でも可)

終 了 時 点：A２相当

A２相当 B１相当

期間
３年

(試験に不合格だった場合、 最長
１年延長)

通算で５年を上限一部例外を規定 ※
２

在留期間の更新回数に 上限
はない

家族帯同 基本的に不可 基本的に不可 可能

※1 分野別運用方針で定める試験で確認する。
※2 妊娠・出産に係る期間は通算期間に含めない。







育成就労外国人の受入れ人数枠について

育成就労実施者の常勤の職員
の総数

①一般の育成就労実施者の人
数枠 (基本人数枠)

②優良な育成就労実施者の人
数枠

 (基本人数枠の２倍)

③優良な監理支援機関の監理支
援を受け、かつ指定区域に住所
がある優良な育成就労実施者の

人数枠
 (基本人数枠の3倍)

３０１人以上
育成就労実施者の常勤の職員の 総数

の２０分の３(１５％)
育成就労実施者の常勤の職員の 総数

の１０分の３(３０％)
育成就労実施者の常勤の職員の 総数の

２０分の９(４５％)

２０１人以上３００人以下 ４５人 ９０人 １３５人

１０１人以上２００人以下 ３０人 ６０人 ９０人

５１人以上１００人以下 １８人 ３６人 ５４人

４１人以上５０人以下 １５人 ３０人 ４５人

３１人以上４０人以下 １２人 ２４人 ３６人

９人以上３０人以下 ９人 １８人 ２７人

８人 ９人 １８人 ２４人

７人 ９人 １８人 ２１人

６人 ９人 １８人 １９人

５人 ９人 １５人 １６人

４人 ９人 １２人 １３人

３人 ９人 １０人 １１人

２人 ６人 ７人 ８人

１人 ３人 ４人 ５人





技能実習生受け入れに関す
る留意事項について



技能実習生受入に関する留意事項

１ 認定を受けた実習計画どおりの実習

２ 人権侵害（暴力・暴言・ハラスメント
等）行為の禁止

３ 関係法令（労働関係・出入国関係）の
遵守



１ 認定を受けた実習計画どおりの実習

•受け入れのためには実習計画の認定を受ける必要が
ある。

•実習計画のとおりに実習を行う必要がある。
（作業内容、作業の場所、指導員の配置、労働条件、宿泊施
設・設備など）
計画と異なることを行わせると、悪質な場合には認
定の取消（技能実習の受け入れの停止）となることもあ
る。

•計画を変更する場合には事前の変更申請（軽微な変更

の場合は事後の届出）を行わなければならない。



２ 人権侵害（暴力・暴言・ハラスメント等）
行為の禁止

•雇用主だけでなく、指導を行う従業員も含めて徹底
する必要がある。

•技能実習生との文化の違いなどにより、コミュニ
ケーションとして行った行為が暴力やハラスメント
と受け取られるケースがある。

•親身になって接することに間違いはないが、雇用関
係が根底にあることには注意が必要。



３ 法令（労働関係・出入国関係等）の
遵守

•外国人を技能実習のために入国させ、雇用している
ことから、出入国関係法令や労働関係法令（労働
基準法など）に違反していないことは当然に必要と
される。

•実習実施者が関係法令違反により罰金刑以上の刑罰
を科されると、技能実習生を受け入れるための条件
を満たさなくなる。

※法令違反の内容が技能実習生に関係するかどうかを問わな
い。



検査へのご協力のお願い

外国人技能実習機構は、技能実習生を受け入れて
いる会社や個人事業を訪問して、定期的又は臨時的
に検査を行っております。

その際、予告なく訪問することもございますが、
可能な範囲で検査にご協力いただけますようお願い
いたします。
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ご清聴ありがとうございました。
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